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平成２９年度原子力規制検査業務システムの 
プロトタイプ構築業務に係る企画書募集要領 

 

１ 総則 

平成２９年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務に係る企画競争の

実施については、この要領に定める。   

 

２ 業務内容 

本業務の内容は、「平成２９年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務

(仕様書)」のとおりとする。 

 

３ 業務実施期間 

契約締結日より平成 31年 3月 29 日までとする。 

 

４ 予算額 

業務の予算総額は、２９,４３７,０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）以内と

する。 

   

５ 参加資格 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であ

ること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 

（４）平成２８・２９・３０年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

の「調査・研究」又は「情報処理」において、「Ａ」、「Ｂ」の等級に格付けされてい

る者であること。 

（５）企画競争説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であるこ

と。 

（６）組織の実績・資格等 

① ISO27017 の資格のあるクラウドサービスを使用したシステムを構築した経験があ

ること。 

② 過去 2年間で同時 300 接続ユーザ、ピーク時トランザクション数 3000 件／時間規

模の DB を構築した経験があること。 

③ 品質マネジメントシステムに関する国際規格（ISO 9001 マネジメント）を取得し

ていること。 
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④ プライバシーマークに相当する資格（TRUSTe 社のプライバシーシール等）を取得

していること。 

⑤ 情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格（ISO/IEC 27001 マネ

ジメント）を取得している又は、組織内に情報処理の促進に関する法律に基づき実施

される情報処理技術者試験のうち情報セキュリティスペシャリスト試験、旧テクニ

カルエンジニア（情報セキュリティ）試験、旧情報セキュリティアドミニストレータ

試験）、ISACA が認定する公認情報セキュリティマネージャー(CISM）、国際情報シ

ステムズセキュリティ認証コンソーシアムが認定する情報システムのセキュリティ

専門家認定 （CISSP）等の資格を持った職員が存在すること。 

⑥ ワーク・ライフ・バランスの推進を行っている組織は企画競争審査にて加点評価さ

れる。（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」

という。）、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）、青少年の雇

用の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進法」という。）に基づく認定等（える

ぼし認定等、くるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定）の有無、有

の場合は認定通知書等の添付。ただし、企画書提出時点において認証期間中であるこ

と等） 

（７）従事者の実績・資格等 

① 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の中心的役割を担う

者１名またはその代理人となる１名について、以下のうち１つ以上の資格を所有す

るとともに、コンサルティングやシステム開発等の業務経験が５年以上あること。 

・PMP（Project Management Professional） 

・情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ 

・技術士（情報工学部門又は総合技術監理部門（情報工学を選択科目とする者）） 

② 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う

者１名について、以下のうち１つ以上の資格を所有するとともに、コンサルティング

やシステム開発等の業務経験が３年以上であること。 

・IT コーディネータ 

・PMP（Project Management Professional） 

・公認情報システム監査人（CISA） 

・情報処理技術者試験の以下の区分 

－プロジェクトマネージャ 

－システム監査技術者 

－IT ストラテジスト 

（８）環境省 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等（常時勤務を要しない官職を示す職員、

「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」（平成 12年 11 月 27 日法

律第 125 号）に規定する任期付職員及び「国と民間企業との間の人事交流に関する法
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律」（平成 12年 12 月 22 日法律第 224 号）に基づき交流採用された職員を除く。）が

現に属する又は過去 2年間に属していた事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59号）第 8条に規定する親会

社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者などの緊密な利害関係を

有する事業者は、本書に示す調達について入札に参加することはできない。 

 

６ 企画競争に係る説明会の開催 

（１）日時 

平成３０年２月２３日(金)１３時３０分 

（２）場所 

原子力規制委員会原子力規制庁入札会議室 

東京都港区六本木１丁目９番９号(六本木ファーストビル 13階) 

   

８ 企画書募集に関する質問の受付及び回答 

（１）受付先・受付方法 

メールアドレス（seido-kaisei@nsr.go.jp） 

（２）受付期間 

平成３０年３月２日（金）１５時まで 

（３）回答 

平成３０年３月７日（水）１７時までに、企画競争参加者に対してメールにより行う。 

 

９ 企画書等の提出書類、提出期限等 

（１）提出書類 

① 企画書 

別紙「平成２９年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務の企画

書作成要領」に基づき作成すること。 

  ② 経費内訳書 

原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務を実施するために必要な経

費のすべての額（消費税及び地方消費税額を含む。）を記載した内訳書 

  ③ 提出者の概要（会社概要等）が分かる資料 

  ④ 参加資格の実績一覧表 

「５参加資格」（７）の実績を確認する資料として、具体的な実績案件について、

以下の項目について一覧表にまとめること。 

・主な実施内容 

・実施期間 

  ⑤ 参加資格の実績を証明する資料 
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「５参加資格」（６）（７）の実績及び知見を裏付ける資料として、契約書の写し

等を添付し、主な実施内容、実施期間を確認できるよう該当箇所をマーカー等で明示

する。 

（２）提出期限等 

  ① 提出期限 

平成３０年３月９日（金）１２時 

  ② 企画書等の提出場所 

    東京都港区六本木１丁目９番９号（六本木ファーストビル） 

       原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課 佐藤和子 

  ③ 提出部数 

 

   

 

 

 

 

 

 

④ 提出方法 

    持参又は郵送（提出期限必着）による。 

        郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 

  ⑤ 提出に当たっての注意事項 

ア 持参する場合の受付時間は、平日の１０時から１７時まで（１２時～１３時は除

く。）とする。 

イ 郵送する場合は、封書の表に「平成 29年度原子力規制検査業務システムのプロ

トタイプ構築業務に係る企画書等在中」と明記すること。提出期限までに提出先に

現に届かなかった企画書等は、無効とする。 

ウ 提出された企画書等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うこ

とはできない。また、返還も行わない。 

エ  １者当たり１件の企画を限度とし、１件を超えて申込みを行った場合はすべて

を無効とする。 

オ  参加資格を満たさない者が提出した企画書等は、無効とする。 

カ  虚偽の記載をした企画書等は、無効にするとともに、提出者に対して指名停止

を行うことがある。 

キ 企画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ク 提出された企画書等は、原子力規制委員会原子力規制庁において、企画書等の審

項番 項目 部数 

ア 企画書  ６部 

イ 経費内訳書 ６部 

ウ 提出者の概要（会社概要等） １部 

エ 参加資格の実績一覧表 １部 

オ 参加資格の実績を証明する資料 １部 
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査以外の目的に提出者に無断で使用しない。企画競争の結果、契約相手になった者

が提出した企画書等の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成

１１年法律第４２号）に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報（個

人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場

合がある。 

ケ 企画書等において提出者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っ

ている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等

に応じ、提出者と協力者の間の共同事業実施協定書等の提出を求めることがある。 

 

10 暴力団排除に関する誓約 

当該業務に係る（資格要件に係る提出書類及び）企画書等については、（別紙）に

おいて示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、提出すること。また、提出書類

（別添１）の誓約事項に誓約する旨を明記すること。 

 

11 審査の実施 

（１）審査は、「企画書等審査の手順」(別添２)及び「企画書等審査基準及び採点表」(別

添３)に基づき、提出された企画書等について行い、業務の目的に最も合致し優秀な企

画書等を提出した 1者を選定し、契約候補者とする。ただし、優秀な企画書等の提出が

なかった場合には、この限りではない。 

（２）審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。 

 

12 契約の締結等 

企画競争の結果、契約候補者として選定されたとしても、会計法令に基づく契約手続

（繰越承認を含む。）の完了までは、原子力規制委員会原子力規制庁との契約関係を生ず

るものではない。 

支出負担行為担当官である原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官は、契約候

補者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であることを確認し、契約を締結す

る。 
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（参 考） 

 

予算決算及び会計令（抜粋） 

 

（一般競争に参加させることができない者）  

第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第

一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除く

ほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

 一 当該契約を締結する能力を有しない者  

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三十

二条第一項各号に掲げる者  

 

（一般競争に参加させないことができる者）  

第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当

すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させな

いことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、

また同様とする。  

 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。  

 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合したとき。  

 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に

虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。  

 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した

とき。  

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に

参加させないことができる。 
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（別紙） 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見

積書）の提出をもって誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含

む。）を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び

生年月日の一覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認

できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

（１）契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 

 

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力

者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であるこ

とが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入

を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注

元の契約担当官等へ報告を行います。  
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（別添１） 

平成  年  月  日 
支出負担行為担当官 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官  殿 
 
 

所在地 
 

商号又は名称 
 

代表者氏名             印 
 
 
 

平成２９年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務に 
係る企画書等の提出について 

 
 

標記の件について、次のとおり提出します。 
なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 

 
（1） 企画書 

 
（2） 経費内訳書 

 
（3） 提出者の概要（会社概要等）が分かる資料 

 
（4） 参加資格の実績一覧表 

 
（5） 参加資格の実績を証明する資料 

 
 
 

(担当者) 
所属部署： 
氏名： 
TEL/FAX： 
E-mail： 
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（別添２） 
 
平成２９年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務に係る企画書等

審査の手順 

 
1. 企画審査委員会による審査 

 原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課に設置する「平成２９年度原子力

規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務に係る企画書等審査の手順に係る企画書審査委員

会」(委員は下記のとおり。以下、「企画書審査委員会」という。)において、提出された企画書等

の内容について審査を行う。 
表 1 企画書審査委員会の構成 

委員長 原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課 課長 
委員 原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課 検査評価室 室長 

原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課 検査評価室 室長補佐 
原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課 係長 
原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部専門検査部門 主任原子力専門検査官 

注 委員長又は委員が出席困難な場合は、同じ課(室)の者を代理として出席させることができる。 

 
2. 企画書等の審査方法 

（1） 「平成２９年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務に係る企画書等審

査基準及び採点表」(別添３)に基づき、委員ごとに採点する。 
 
【採点基準】 

 10 点満点 20 点満点 30 点満点 40 点満点 
優 10 点 20 点 30 点 40 点 
良 6 点 12 点 18 点 24 点 
可 2 点 4 点 6 点 8 点 
不可 0 点 0 点 0 点 0 点 

 
（2） (1)の採点結果の合計点を算出し、その点数が最も高い者を契約候補者とする。 
（3） 合計点が同点の場合、次の基準で契約候補者を選定する。 

① 「優」の数が多い者を契約候補者とする。 
② 「優」の数が同数の場合は、「良」の数が多い者を契約候補者とする。 
③ 「良」の数も同数の場合は、「可」の数が多い者を契約候補者とする。 
④ 「可」の数も同数の場合は、委員の多数決により契約候補者を選定する。 
⑤ 「組織のワーク･ライフ･バランス等の推進に関する認定等取得状況」は任意の加点項

目とする。 
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（別添３） 
 

平成２９年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務に係る 
企画書等審査基準及び採点表 

 
委員名                 
提案者名 

 
審査項目 審査基準 配点 採点 

1.業務の基本方針  業務の目的を的確に理解し、妥当

な成果目標が示されているか。 
20 点  

2.業務の実施計画  実施計画が効率的で確実性があ

るか。 
20 点  

3.業務の実

施方法 
3.1.要件定義   提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

30 点  

3.2. 検査業務の

システムプロト

タイプの構築 

 提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 
 

40 点  

3.3. 検査業務の

システムプロト

タイプの試用と

評価 

 提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

40 点  

3.4.関連会議への

参画 
 提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 

10 点  

3.5.職員講習  提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

20 点  

3.6.検査業務シス

テム構築の調達

支援 

 提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

20 点  

3.7.その他   本業務に関するアピール事項は

原子力規制委員会にとって有意

義な内容か。 

30 点  
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4.業務の実施体制  業務の実施に必要な人員が確保

されているか。 
 効果的、効率的な人員配置、役割

分担が明確になっているか。 
「企画書募集要領 ５．参加資格

（７）従事者の実績・資格等の要望

を満たしているか。 

20 点  

5.組織の実績 ･「企画書募集要領 ５．参加資格

（６）組織の実績・資格等の要望を

満たしているか。 

30 点  

6. 組織のワーク･ライフ･バランス

等の推進に関する認定等取得状況 

 

 

･ 女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（以下「女性活躍

推進法」という。）、次世代育成支

援対策推進法（以下「次世代法」と

いう。）、青少年の雇用の促進等に

関する法律（以下「若者雇用推進法」

という。）に基づく認定等（えるぼ

し認定等、くるみん認定、プラチナ

くるみん認定、ユースエール認定）

の有無、有の場合は認定通知書等の

添付。ただし、企画書提出時点にお

いて認証期間中であること。 

 

10 点  

7.見積価格、積算内訳 ･ 経費内訳書について、提案内容等

に応じた価格、積算内訳は妥当か。 
10 点  

合計 300 点   
   

注）1．企画書等において、提出者の外部協力者へ再委任又は共同実施の提案を行う場合、業務における総合的な企画

及び判断並びに業務遂行管理部分を外部に再委任等してはならず、そのような企画書等は不合格として、選定

対象としないことがある。 

  2．積算内訳書において、再委任に係る外注費が見積価格の 1/2 以上である場合は、不適切として、選定対象とし

ないことがある。 

 

【採点基準】 
 10 点満点 20 点満点 30 点満点 40 点満点 

優 10 点 20 点 30 点 40 点 
良 6 点 12 点 18 点 24 点 
可 2 点 4 点 6 点 8 点 

不可 0 点 0 点 0 点 0 点 
 

※ ただし、6.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況における

加点は、任意の加点であるため、上記採点基準とは異なる。認定書を持たないことで、

0 点となったとしても、不可とはしない。 
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別添 

仕様書 

 

１．事業の概要 

（１）事業名 

平成 29 年度原子力規制検査業務システムのプロトタイプ構築業務 

 

（２）本業務の対象範囲 

本業務は、平成 32年度施行の原子力規制検査において使用する業務システムの構

築のコンサルティングを行い、システムの全体像を設計し、それに沿ってプロトタイ

プのシステムを開発した後、実際のシステムに向けての評価・検討を行う業務であ

る。具体的には、検査官が、検査項目を設定して検査スケジュールを計画、実際の検

査結果を入力後、その上司が確認、検査評価者が検査結果を評価するまでの一連の業

務と、それらをデータベース化し、必要時に必要な項目ごとに検索可能とするシステ

ム。ここに保存されたデータは、その後の検査項目設定に利用すること、原子力規制

委員会ホームページ（http://www.nsr.go.jp/、http://www2.nsr.go.jp/）に掲載す

ることも考慮して構築する必要がある。 

 

（３）履行期間 

契約締結日より平成 31年 3月 29 日までとする。 

 

（４）業務の実施場所 

作業場所は受託者が用意すること。なお、詳細については原子力規制庁の担当官と

別途協議すること。 

 

２．業務内容 

（１）検査業務のシステムの要件定義と提案 

上述の「１．（２）本業務の対象範囲」を対象に、原子力規制庁の担当官、検査官

との打合せを通して、構築システムの内容を要件定義する。システム化したい業務内

容を明確化した上で、ハード面も含めた総合的な検討を行う。具体的には、本庁と規

制事務所間の通信状況に見合ったクライアント PCの選択、現行検査用の既存システ

ム（発電炉施設検査情報システムや保安活動総合評価システム）の基盤（DB サーバ：

OS Microsoft Windows Server 2008、Oracle 11g）の利用の検討等。 

参考資料： 

平成 29 年度発電炉施設検査情報システムの整備 

https://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/00000795.html 

平成 28 年度保安活動総合評価システムの改良 
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https://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/00000493.html 

 

要件定義に基づいて、検査業務のシステム案を提案し、原子力規制庁の担当官と協

議の上、構築するシステム（プロトタイプ版）を決定する。 

 

（２）検査業務のシステムプロトタイプの構築     

上述の要件定義に基づいて、提案された検査業務のシステムプロトタイプを構築す

る。 

 

本番稼働システム全体規模は以下のとおりであるが、プロトタイプ版では、本番稼

働に適応するために必要最小限に縮小した規模で提案可能。 

 

ハードウェア 

タブレット（レンタル必要）、規制庁業務 PC 両方での検証 

全国 22 カ所の規制事務所、被規制者施設とサーバとで通信 

規制事務所一覧 

https://www.nsr.go.jp/jimusho/index.html 

 

アプリケーション 

・ 検査スケジュール作成機能 

１年間で必要な検査の数 約 3万検査 

内訳：検査施設別（約 100 施設※核燃料等施設含む） 

検査ガイド（全検査ガイド数 50 ガイド）１つにつき約 10項目 

１日ごとに検査のスケジュールを登録する。（休日なし） 

 

・ 検査結果入力 

検査官数 300 人 

検査官、検査官リーダー、評価者、3段階に分かれて、検査情報を確認してい

く。 

評価者のみが入力できる項目が存在する。 

気付き事項はテキストで入力 

最終的なレポートは PDF 等添付資料で入力 

 

・ 検査項目、検査で見つけた気付き事項の検索機能 

検査項目を管理し、１年間に必要な検査が忘れずに行われているか確認可能な

ものとする。（検査ガイド（全検査ガイド数 50 ガイド）１つにつき約 10項目） 
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検査で見つけた気付き事項を、検査日、対象施設、検査ガイド別、保安規定違

反、実用炉則条項別、指摘事項重要度、違反レベル、処理ステータスコードオー

プン、発見組織、キーワード等で検索可能にする。 

・ 検査ガイド、法令等、関連文献を登録、修正、削除（50 ガイド＋30資料） 

・ ユーザ（検査官）の登録、修正、削除（300 人） 

・ 検査施設の登録、修正、削除（100 施設） 

 

（３）検査業務システムプロトタイプの試用と評価 

構築した検査支援のシステムプロトタイプを原子力規制庁の担当官、検査官、検査

評価者等に試用に供し、意見収集、本格運用に向けての問題点抽出、修正に向けての

検討を行う。可能な範囲でプロトタイプを修正し、再度試用と意見収集を行いなが

ら、本番システムに向けて、システムのブラッシュアップを行う。 

 

（４）検査支援システムに関連する会議への参画 

検査支援システムに関連する会議（検査制度見直しチームの打合せ、情報システム

室との基盤システムに関する打合せ等）に参画し、原子力規制庁に対する助言、運用

に関する問題点の指摘等を行う。（毎月１回～2回程度） 

 

（５）職員講習 

構築した検査支援のシステムプロトタイプを原子力規制庁の担当官、検査官、検査

評価者等が試用するにあたり、同使用に供する者に対する講習会を企画し 1回以上実

施する。 

 

（６）検査業務システム構築業務の調達支援 

平成 31 年度の本番の原子力安全規制検査のおける検査業務システム構築業務に係

る調達仕様書案作成に協力し、助言を行うこと。 

なお、同仕様書のうち、原子力規制庁のネットワーク、ハードウェアに関する要件

について内容を把握し、可能な範囲で助言すること。 

 

３．納品物及び納入期限 

納品物・資料の作成に当たっては、システムに関する知識の有無に関わらず容易かつ

適切に理解できるよう、一般的な用語を用いて、わかりやすく記載すること。また、以下

を業務完了報告書一式として電子データ(DVD-R 等)2 部にて納入すること。 

 

（１）検査業務システムのプロトタイプ一式 

（２）検査業務システムのプロトタイプ評価報告書 
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（３）職員講習実施要領 

 

納品物は、業務の終了後速やかに提出し、原子力規制庁の担当官の検査を受け、承認

を受けること。 

納入場所は全て 原子力規制部 検査監督総括課とする。 

 

４．その他 

本業務における成果物の原著作権及び二次著作物の著作権は、原子力規制庁に帰属す

るものとする。ただし、成果物のうち、受託者が契約以前より保有している内容に関す

る著作権を含む所有権は、受託者に帰属するものとする。 

 

以上 

 

参考資料 

システム環境 

 

- 16 -



内部セグメント

＜外部ドメインのサーバ使用の場合＞
規制庁行政LAN業者にプロキシの設定変更必要（約70万円程度）

アップロード

データセンター

ネットワーク設定 例

本庁規制委員会職員

規制事務所

Oracle 11g DB

規制庁技術統合基盤

行政LAN
5MB～10MB

クラウド

nsr.go.jp ドメイン内

（注）

どのようなネットワークを構築するかも含めて提案して
いただきたい。

この図は、そのために必要な情報と、以下の２タイプを
構築した場合の例である。
①原子力規制庁技術統合基盤使用 （青線ルート）
②外部サーバ使用 （緑線ルート）

行政LAN
100MB

・原子力規制庁のGlobal IP接続のみ
受け付けるようにする。
・原子力規制庁は、Global IPを二つ持ち、
アクセスを分散しているため、
接続後、3時間でタイムアウトする
仕組みである。
このため、3時間で処理を終わらせる
アプリケーションを構築する必要がある。

タブレット行政ノートPC

Proxy Server

参考資料 システム環境図

※イメージ図：若干、正確性に欠ける部分があります。

Server
Windows Server 2008
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